
型
詞
署
団
毛
・
詞
窪

口
臣
暉
陸
曝
産
睡
眠
』
合
融
尽
き
厚

１
１

ロ
・
陸

<令和版＞事件関係帳簿諸票の保存及び廃棄の手引き別冊
I

１
１
Ｉ

１
１
１
１

§i

一

呈

串

ヂヨ

ヨ
ョ
調
鋼
鋼
魂
麺
詞
画
逼
蝿
細
麺
Ｆ
臆
鋤
腓
、
■
■
■
■
割
遡
期
麺
麺
麺
画
詞
掴
画
廻
掴
劃
画
画
銅
廻
麺
劃
詞
珂
個
測
濁
麺
捌
判
柵
剖
周
廻
■
畑
個
個
■
罰
麺
荊
姻
梱
判
俎
咽
園
園
９
Ｎ
剥
咽
刷
日
到
測
掴
畑
別
泗
■
一
門
畑
噛
召

さ

ぎ

●

ェ

尋

Ｉ

Ｆ

Ｆ
Ｌ
ｌ
０
ｐ
ｌ

垂
Ｉ
』
心
・
』
弓
値
謝
一

１

４

■

Ｉ
、
“
０
０
日
日
「
４
．
１
１
１
Ⅶ
Ｊ
ｑ
Ⅵ
■
■
■
■
日
日
１
画
■
■
■
■
一
一
一
■
■
■
一
■
『
ロ
■
・

』
酌
副
】
子
偶
１
■ 帳簿諸票備付一覧表

ト
ド

！

｜
胤

附

:, ‘ | ’

’

I

腿
》
鰔
瞥
藤

“
ヶ
Ｐ
』
・
Ｌ
Ｆ
Ｅ
ｒ
■
Ｉ
鍔

晩
鹿
配
・
口
匡
Ｄ
ｆ
ｕ

画
罠
．
６
番
時
』
】
脾

’
４
‐
・
』
塁
、
堅
ら
司
り

甲
ｒ
宅
仔
１
Ｊ
や
良
い
曲
Ｆ
△

Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｆ
Ⅲ
３
別
別
‐
１
１
１
１
１
１
１
１
１
Ｊ
１
．
１
１
０
．
Ｊ
ｌ
ｌ
Ｊ
Ｉ
ｌ
期
９
．
１
１
１
１
洲

展

ｒ

ｒ

Ｅ

眺

剛

￥

Ｊ

産

刈

．

国

勇

Ｌ

零

棚
判
１
判
：
柵
剛

叫
馴
３
矧
１
＃
１
４
３
６
画
…

日野

I

§
奉
臘
階
司
掴
罰
、
攪
殴
隆
噂
壁
＃
捌
隊
：
剖
翅
罰

劉
咽
剥
棚
灘
蝦
剥
Ｉ
詞
３
３
９
３
３
§
３
１
３
記

写
Ｆ
寺

令和2年12月

京都地方裁判所民事訟廷記録係

京都地方裁判所刑事訟廷記録係

京都簡易裁判所記録係
』

1

匹､

ｒＪ…
Ｉ
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帳簿諸票備付一覧表について

この一覧表は,事務総長通達及びその他の通達により備え付ける帳簿諸票等を一覧にしたものです。
諸票や．縛渦鐘等誉載存要しない書類も一部言 い官のため，廃止されたなお

｢(1)簡裁｣シートに記載している帳簿諸票

①事務総長通達別表第1 (簡裁の必須帳簿諸票）

②事務総長通達別表第5(簡裁の選択帳簿諸票）

③事務総長通達別表第9(他の通達により備え付けた帳簿諸票）

④その他の通達等により備え付ける帳簿諸票(保管金･保管物関係押収物関係その他）

|戯自簾磯鐵蕊識蕊

I｢(2)地裁｣シートに記載している帳簿諸票

⑥事務総長通達別表第2(地裁の必須帳簿諸票）

⑦事務総長通達別表第6(地裁の選択帳簿諸票）

⑧事務総長通達別表第9(他の通達により備え付けた帳簿諸票）

⑨その他の通達等により備え付ける帳簿諸票(保管金･保管物関係押収物関係その他）
1

⑩萄蔵謹蕊蕊重隷蕊泰遭熟

｢(3)コンピュータ関係通達｣シートについて
1

「コンピュータ｣(｢システム｣及び｢プログラム｣)の関係通達をまとめた一覧表です。

｢作成留保帳簿｣について

首席通知により， 「事件が係属した時に作成することができる事件簿｣及び，

「事件が係属した時,又は登載事項が生じた時に作成できる帳簿｣とされている帳簿です。

年度始めの備付けは要しませんが,帳簿諸票備付経過簿への登載は必要です。

｢システム｣について

■等,サーバーへの記録をもつ画 陣■■■

-| 囿備付けや作成を要しないとされているものです。

ける必要もありません。

したものとされるため
岬

｢プログラム｣について

督促ｼｽﾃﾑ等■■の備付けや記載はブﾛグﾗﾑへの記録によりますが‘
■■について, ｜ ｜をプﾘﾝﾄｱｳﾄ等して保存しなければならない

とされているものです。

「督促システム｣等，名称はシステムでありながらプログラムのカテゴリに含まれるものもあります。

｜'剥 け必要です。

※着色部分の意味は以下のとおりである。

遥麓雪篭 家庭裁判所関係のもの

廃止されたもの

■■■■令和2年に加筆･修正したもの



1月
ﾛ

｜

|ト

L

h

ﾄ

I

１
例
剛
姻
呵
ｄ
ｎ
コ
４
切
酢
Ｂ
■
慨
Ｆ
Ｄ
陥
聯
ｒ
‐
ト
ド
印
．

【簡裁】帳簿諸票備付一覧表

①事務総長通達別表第1 (簡易裁判所に備え付ける帳簿諸票）

民事事件1
ｆ
Ｆ
ｈ
Ｈ
凹
巳
■
似
Ｊ
１

鴬識鴬蕊蕊 園

ムス
シ｜テ

園
三
三
．
二
「

備考 鍵鍵鍵難蕊蕊議蕊帳簿諸票の名称
プログ

ラム

帳簿･諸

票の別

作成留保

帳簿= ．
符号 保存期:間

。

Ⅲ

ｂ

哺

司

肘

Ⅶ

ｑ

Ⅱ

０

判

別

別

田

』

咽ｮⅢ
はH169.1から施行民事通常訴訟事件簿帳簿

帳簿

帳簿

帳簿

帳簿

帳簿

ノ､

P

手形訴訟事件及び小切手訴訟事件簿 手ハ はH16.9.1から施行

Ｉ
Ｉ
ｊ
Ｉ

Ｐ
込
Ｌ

Ｊ

Ｂ
ｑ
日
・
日

郵
醒
４
．
’
鋤 岨

70年 はH16.9.1から施行少．少額訴訟事件簿

少額訴訟に対する異議申立て事件簿 少エ ○ はH16.9.1から施行

沮
姻
酒
ｄ
５
０
ｑ
Ｉ
１
且
珂
９
回
Ⅶ
ｌ

‐
剃
望

．
毎
卸
剃
型
卜

‐
Ｆ
ｒ
ｎ
叩
・
凸

川
１
Ｍ
町
Ⅱ
川
ｌ

Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
ｌ

民事再審事件簿 はH16.9. 1から施行○＝

１
１
１
１

和解事件簿 イ

蕊繍鱗霧
＊
・
現

督促事件簿帳簿
■

fP JM

１
１
ｌ
叶
い
ｒ
冊
ｒ
Ⅳ
ｒ
風
Ｌ
１
１
冊
い
い
咽
痴
押
咽
鋼
温
趨
畑
顯
檀
起
・
Ｉ
萄
呼
”

帳簿 公示催告事件簿 ○ H25.1.1から30年保存｡それまでは10年保存へ

■
巳
コ
コ
ヨ
ヨ

■

帳簿 保全命令事件簿 ○卜

‘
Ｐ
ｂ
■
再
胤
Ｂ
Ｌ
偶
ｐ
Ｂ
０
制
凹
澗
珀
Ⅱ
１
日
Ｅ
酌
■
畦
■
ｂ
Ｂ
旧
Ｂ
刷
山
二
目
可
Ｉ
Ｄ
片
口
ロ
日
“
酔
自
Ｂ
ｎ
座
■
ｇ
■
い
■
Ｆ
Ｆ
ｆ
且
冊
凡
け
■
一
険
■
■
■
■
■
■
け
ｒ
ｂ
■
Ｊ
■
■
岨
ロ
ー
Ｒ
Ｉ
１
浦
弔
咽
１
．
８
口
■
■
』
■
巳
Ｐ
・
Ｂ
ｒ
田
■
咽
岨
咽
唱
凹
庫
凹
■
■
Ｂ
鳥
Ｂ
Ｄ
Ｕ
丹
ｈ
ｐ
■
也
匡
Ｉ
矧
呵
沼
沮
ヨ
劇
○
口

帳簿 民事一般調停事件簿 まH16.9.1から施行ノ

帳簿 宅地建物調停事件簿 はH16.9.1から施行■ロ

商事調停事件簿 はH16.9.1から施行

はH16.9.1から施行

帳簿 メ

30年

農事調停事件簿帳簿 ○セ

: 1 帳簿 鉱害調停事件簿 はH16.9.1から施行○ス

｜
I帳簿 交通調停事件簿

一．

父： はH16.9.1から施行

_」帳簿 公害等調停事件簿 まH16.9.1から施行公

野
咽
輯
捌
澗
總
町
“
峰
～

H12.2.17から施行

■■はH1691から施行
特定調停事件簿帳簿 特ノ

帳簿 借地非訟事件簿 借 ○

帳簿 民事雑事件簿 ＋卜

民事控訴提起事件簿帳簿 ﾉ、し

醗
醗
壷
識
卸
曄
・
い
ぜ
伽
豹
一
“
．
恥
醗
隆
垂
吟
酵
醗
醸
酔
醒
醇
瞬
醗
酵
駿
蜘
酷
寵
瞬
鴎
鰹
竪
匪
酔
齢
践
藍
腰
睡
醗
睦
匪
醒
恥
岬
邸
躍
匪
醗
飛
遡
一
姻
彌
相
銅
詞
羽
細
，
、
函
廻
詞
函
麺
逼
鋼
蝿
鋼
掴
輌
噸
噛
咽
釦
銅
麺
や
姻
蝿
緬
掴
画
函

塁

帳簿 少額異議判決に対する特別上告提起事件簿 少テ ○

民事飛躍上告提起事件簿帳簿 10年○ハツ

帳簿 民事抗告提起事件簿 ○ハソ

帳簿 少額訴訟債権執行事件簿 少ル ○

帳簿 過料事件簿 ○ア
１
１
１
１
．
．
℃
▲

5年

民事共助事件簿帳簿 ○キ

１
１
１

l

q
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【簡裁】帳簿諸票備付一覧表刑

麺

召
民
、
静
働
配

行政事件２
Ｆ
ト
ザ
タ
』

|割到
プログ

ラム

ムス
丁｜ン、

蝶職喫

蕊蕊蕊議 蕊蕊溌蕊蕊議
帳簿･諸

票の別

作成留保

帳簿
保存潮間符号帳簿諸票*の名称 備考

器
ｆ
掲
引

行政共助事件簿 行ァ ○帳簿

帳簿

5年
出入国管理及び難民認定法31条，児童虐待防止法9条の2による

臨検等許可状,警察官職務執行法3条による保護許可状の請求事
件

行政雑事件簿(令状請求事件簿)（＊:刑事関
係）

行イ ○

■
月
，
句
。
Ⅲ
副
‐

刑事事件

|訓
プログ

ラム 灘驚蕊蕊蕊蕊灘蕊蕊
帳簿･諸
票の別

作成留保

帳簿

シス

テム 灘灘帳簿諸票の名称 符号 保存期間

刑事公判請求事件簿(＊:刑事関係）帳簿

帳簿

帳簿

帳簿

帳簿

帳簿

帳簿

帳簿

帳簿

帳簿

帳簿

帳簿

帳簿

帳簿

帳簿

帳簿

諸票

ろ ○○

70年70年

刑事再審請求事件簿(＊:刑事関係） ほ ○

刑事雑事件簿(刑事和解事件簿)（＊;刑事関

係）
る 30年○

略式事件簿(＊:刑事関係） い

証拠保全請求事件簿(＊：刑事関係） 20年○に

交通事件即決裁判手続請求事件簿（＊ ：刑事関
係）

り ○
’
○証人尋問請求事件簿(＊:刑事関係） は

刑事補償請求事件簿(＊:刑事関係） と ○

訴訟費用免除申立て事件簿(＊:刑事関係） ち ○
’
○
一
○
’
○

10年

費用補償請求事件簿（＊:刑事関係） ぬ

訴訟費用負担請求事件簿(＊:升|l事関係） 二

刑事雑事件簿(＊:刑事関係） る

刑事共助事件簿(＊：刑事関係） ○へ

＊京都簡裁及び支部併設簡裁の勾留請求,勾留延長請求事件は■
■■■利用により＝乍成不要
＊京者刑事雑事件簿(令状請求事件簿)（＊:刑事関

係）
る 5年

保護観察整理簿(＊：刑事関係） ○

刑事雑事件簿(刑事和解雑事件簿)（＊:刑事関
係）

る ○

3年

勾留票（＊ ：刑事関係）

刑事事件における第三者所有物の没収手続に閨する応急措置法第13条に基づく没収の裁判の取消事件

|穀’

ムス
シ｜丁

帳簿･諸
票の別

作成留保

帳簿

プログ

ラム
帳簿諸票の名称 符号 保存期間 備考

帳簿 没収取消請求事件簿(＊:刑事関係） 収い ○ 10年

医療観察事件

シス

テム

プログ

ラム

4現

帳簿･諸

票の別
作成留保

帳簿､．
帳簿諸票の名称 符号 保存期間 備考

帳簿 医療観察共助事件簿（＊：刑事関係） 臣い ○ 5年 医療観察法24条2項による共助事件

4／22ページ
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【簡裁】帳簿諸票備付一覧表 叩

１
川
１
削
Ｊ
Ｉ
Ｊ
胴

町
同
ｊ
咽
鮴
１
１
小
川
Ⅶ
叩
川
Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
咽法廷等の秩序維持に関する法律違反事件

輝

ｑ

１

、
虫
》

誤

。
『
叩
Ｉ

、

』

野

型

寺

溌

繧

蕊

鶏
鐸

鞠

季

，
１
歩
零
．

い
、
．

虹

ｑ

、

可

．

￥

祓

心

許

、

鼻

則・，

阜
“

、△

可

心

土

ｑ

吟

恥

・
可
、
字

凸
可
い
Ｆ

肌
ロ
．

ご
唱
恥
咄
弓

口

評

秤

蕊
】
ｂ

旦

畢

割
守
Ｊ
・

郵

認
鐙
、
〉

・
、
、
噌
降
‐
「
、
２
子

丹
Ｊ
ｐ
１

『

身

“

塒

料
』
・
△

・
足
山

△
ざ
“

ゴ
ム
■
出
口
誤
Ｐ
Ｐ
Ｆ
竜

ｌ

Ａ

ｑ

。

ｑ

』

も

ｆ

“

Ⅱ
早
《
比
科
一
価
忠
■
こ
い

０ｈ

寸

鍔

み

こ

‐

『

．

呼

空

“

。
、
や
．
’
Ｌ

溌

硯。

．？

蝿
繩
灘
海

霧

ｈ詞哺可

蝉
｝
》

州
口
Ⅷ
』

挙

べ

郵

■

認

》

琴

却

四一

一

、

鑓

‐

皇

毎

園貼．

ふ

叩

‐良

も
Ｆ
Ｊ

ｂ
』
Ｌ
、

埼
雫
謬
溌
篭
涛

簸
慧
幾
審

蝿
溌
準
溶
霊
琿

や

躍

球

署
』
拳
義

峰
溌
蕊
鐸
群

聯

卦

七

・

、
“
ぶ

宗
『

■
畑
・

．‐

牌
緯

ｖ

吋
醐
、
母

ロ
丸

Ｊ
熱蕊|義陸

プロク
ラム

シス

テム蕊難蕊 符号|作蕊“帳簿･諸

票の別
保存期間帳簿諸票の名称

5年法廷等秩序維持違反事件簿(＊刑事関係） 秩い ○帳簿

屯 -EL l

その他

啓一 善＃ -斗 ＝ 呂

|躍爆|毒陣
プログ
ラム

作成留保

帳簿

シス

テム 鱗蕊識蕊慰識識嬢熱灘溌鳶
帳簿･諸
票の別

保存期間符号帳簿諸票の名称

H18.1.1から施行
帳簿

5年
■
Ⅱ
■
■
■
■
＆
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
■
■
皿
Ⅱ
日
日
■
日
日
■
何
咀
司
■
４
■
Ⅱ
１
Ⅱ
Ⅲ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ⅲ
Ⅱ
叩
Ⅲ
Ⅲ
由
Ⅲ
Ⅱ
叩
Ｅ
Ｉ
Ｉ
叩
町
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ

Ｆ
Ⅱ
１
１
卜
Ｐ
Ｉ
ｐ
Ｌ
Ｉ
ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ

Ｊ

‐ｌ

Ｉ
ｌ
ｌ

ｐ

ｌ

Ｉ

ｒ

事件関係送付簿溥

簿

帳
帳 ＊廃止により備付け不要日記簿(*H18.1 . 1廃止）

登載されたすべ

ての帳簿諸票を

廃棄するまでの

間

帳簿諸票備付経過簿への登載は要しない帳簿諸票備付経過簿帳簿

琴

謂
醗
淫

１
１

一
》
零
聿
鑑
瞬
心
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【簡裁】帳簿諸票備付一覧表

②事務総長通達別表第5(簡易裁判所に備え付けることができる帳簿諸票）

蕊蕊蕊 |割
シス

テム
帳簿諸票の名称

吾寺

蕊鍵
帳簿･諸
票の別

作成留保
帳簿

プログ

ラム
符号 保存期間

選択帳簿

H26.10.7所長通達｢事件関係の帳簿諸票の備付け等に関する事務の
取扱いについて」

帳簿 送達書類授受簿 ○

5年

上訴記録整理簿(*H18.1.1廃止）帳簿 ＊廃止により備付け不要

帳簿 期日簿（＊）

3年

＊選択帳簿諸票ではなく,備付け･作成不要

H26.10.7所長通達｢事件関係の帳簿諸票の備付|ﾅ等に関する事務の
取扱いについて｣において,これらの帳簿諸票は選択帳簿諸票として
備え付ける定めがされていない。

帳簿 担当簿（＊）

諸票 索引票（＊）

帳簿 索引簿（＊）

弓
劇
画
１
両
４
．
８
ヨ
ト
哩
耐
》
己
■
ｑ
■
て
凸
■
咽
■
日
日
野
宅
個
画
１
０
０
脚
§
州
引
判
型
刺
画
冊
Ⅵ
“
則
Ｕ
ａ
Ｔ
町
ｄ
ロ
勺
兄
個
姻
口
咀
目
剤
■
且
ｑ
ｑ
１
ｑ
ｑ
ｄ
０
目
釘
・
■
可
１
Ｌ
判
『
Ｊ
１
削
・
１
１
．
》
“
１
．
，
Ｉ
ｉ
噸
Ⅷ
旬
岫
珊
時
一
酷
‐
Ｉ
口
咽
・

Ｉ

Ｆ

』円内

Ｆ
凸
甲
‐
ｒ
Ｎ
ｒ
Ｆ
２
Ｌ
ザ

３
■
■
■
■
■
日
‐
・
Ｉ
ｉ
Ⅱ
３
１
Ｊ
削
修
．
卜
』
、

咽
防
泗
熱
嬬
個

。
Ⅲ
早

島
ｒ
毎

・
・
夫
い
い
毎
咀
吋
？
“
Ｆ
剖
皀
告
口
ロ
ー
廻
電
麺
函
毒

酊

色

調
甥
瞬
＃
判
別
想
匙
瀕
醇
縢
畷
欝
鴎
畷
糺
潮
騒
鬮
罷
圏
剥
ｉ
、
＃
１
畦
酔
瞭
臓
鴎
醗
昨
鰄
雛
鰻
鯵
隊
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瞳
詞
簿

【簡裁】帳簿諸票備付一覧表

③事務総長通達別表第9(他の通達の定めにより備え付けた帳簿諸票）
屯

・
“

I |訟l訓
プログ
ラム

シス

テム

釉
・
咄

帳簿･諸

票の別 帳簿請票の名称”倒職瀞職藩
， 吋 J 罫｡ , 山 ざ 4- 裾､ [鄙間Aﾆﾛ

作成留保

帳簿

画

咽
咽
剃
呵
１
１
可
引
屯
！
山
Ｉ
毎
「
、
４
１
１
０
廿
１
１
１
、
勺
４
１
１
，
Ｊ
Ｑ
Ｐ

Ｊ
か
．
Ｚ
ｒ

，
願
臓
醗
風
↓
・
呼
鯛
剥
恥
．
耳

登
．
《
や
蝿
配

符号 保存期間 備考(根拠通達等）

Ｂ
Ｆ
Ｈ
■ 自庁通知で民事に備え付けることになっている(刑事の帳簿諸票備

付経過簿に記載されているのは誤記)。

H296.26民三第324号事務総長通達｢法廷等の秩序維持に関する法
律等に基づく過料の徴収について」

過料徴収金原簿
王
一
示者

二
言
口

弓
矧
割
削
Ⅶ
刈
測
岨
狙
１
砿
氏
酵
日
贋
膨
Ｆ
吟
ｆ
Ｒ
囲
銅
刃
剃
ａ
Ｈ
咀
期
砠
租
回
国
召
ヨ
旬
団
刻
柵
呵
日
幻
可
判
１
日

．
＃
吊
咀
・
ｆ
時
〃
上
１
回
図
岻
廟
■
図
■
隣
腰
Ｉ
Ｌ
ｒ
ト
ー
心
加
朝
棚
刑
禰
糊
歯

過料徴収金処分簿（＊H29.7.1廃止）帳簿 ○ ＊廃止により備付け不要

費用徴収金原簿(＊：刑事関係）諸票

5年

費用徴収金処分簿（＊:刑事関係）帳簿

H7.3.30総三第28号総務局長経理局長通達｢過納手数料等の還付
金の支払及び旅費,鑑定費用等の概算払等の取扱いについて」

帳簿 証人等の旅費等概算払整理簿 ○

H7,3.24総三第14号総務局長通達｢事件記録の保管及び送付に閨す
る事務の取扱いについて」

い
。
、
『
易
い
貯
醗
置
跡
細
鰹
翫
緬
判
細
防
欣
亀
北
欧
階
離
風
郵
醐
画
廊
阯
醗
刺
蝿
側
蝋
側
棚

帳簿 事件記録出納簿

帳簿 速記事件簿（＊H10.4.1廃止） 3年 *廃止により備付け不要

I
登戦されたすべての編

冊を廃棄し,特別保存に

付し．又は独立行政法

人国立公文書館に送付

するまでの間

H22.2.1施行から｢国立公文書館に送付するまでの間jが付記された。
H4.2.7総三第8-号事務総長依命通達｢事件記録等保存規程の運用に
ついて」

凸
Ｖ
口

帳簿 裁判原本等保存簿

特別保存に付した当該

事件記録等を廃棄し，又

は独立行政法人国立公

文冨館に送付するまで

の間 ．

H22.2.1施行から｢国立公文書館に送付するまでの間｣が付記された。
H4.2.7総三第8号事務総長依命通達｢事件記録等保存規程の運用に
へI，テl
～V ｰ｣

Ｉｒ
ｐ 特別保存記録等保存票

鍵
特別保存に付し

た当該事件記録

等を廃棄するまで

の間

3年

UH
b 特別保存調査記録保存票（＊：家裁関係）＃

＃

；

脇

殿

その他の帳簿諸票

覇
畷
脚
脚
醐
腿
聴
野
鋤
澗
測
輔
期
咽
呼
時
厩
蹴
瞬
畔
畷
畷
醗
砥
醗
酵
鴎
隣
醗
縄
期
蝿
期
潤
鵠
瀬

ｒ
Ⅲ １
１
１
１

Ⅱ

Ｆ
贈
ａ
ｑ
Ｈ
１
型
Ｅ
侭
Ⅱ

Ｉ
Ｉ■

Ｆ
１
Ⅱ
１
５
日
Ｉ
Ⅱ
ト
ー
郷
鋤
ｆ
Ｆ
１
１
１
Ｊ
咽
Ｉ
ｌ
ｊ
Ｊ
則
到
謝
四
・
．

止

甲

母
也

申
宅

李
朝
睡
鴎
醇
醗
醗
酔
醗
酵
”
齢
酔
醗
酵
齢
膨
膠
診
湖
判
際
雛
跳
隙
院

１
１

蜘
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④その他の通達等により備え付ける帳簿諸票

保管金･保管物関係

|作麓健|謹陸
プログ
・ラム

作成留保

＞帳簿

シス

テム

饗
宴
華
《
記
拳
乏

間期存

．
，
保
・

9 . 巳 ・

帳簿諸票の名称 I■■■－備考(根拠通達等）

＊会計年度で保存･廃棄

H4.9.2総三第31号事務総長依命通達｢裁判所の事件に関する保管
金等の取扱いに関する規程の運用について」

帳簿･諸

票の別

朏

符号

保管票諸票

’1o年

１
１
１

H4.9.2総三第31号事務総長依命通達｢裁判所の事件に関する保管
金等の取扱いに関する規程の運用につい~て」

帳簿 民事保管物受払簿

H4.9.2総三第31号事務総長依命通達｢裁判所の事件に関する保管
金等の取扱いに関する規程の運用について」

諸票 保管金提出書原符

5年 H4.9.2総三第31号事務総長依命通達｢裁判所の事件に関する保管
金等の取扱いに関する規程の運用について」言実亜

ﾛIコオミ 民事保管物受領書

H4.9.2総三第31号事務総長依命通達｢裁判所の事件に関する保管
金等の取扱いに関する規程の運用について」

帳簿 保管票送付簿
噸
”
溌
塵

H4.9.2総三第31号事務総長依命通達｢裁判所の事件に関する保管

金等の取扱いに関する規程の運用について」
仮出票

玉
一
示者

二

一
回

3年

H4.9.2総三第31号事務総長依命通達｢裁判所の事件に関する保管
金等の取扱いに関する規程の運用について」

帳簿 仮出民事保管物送付簿 ○

；
H4.9.2総三第31号事務総長依命通達｢裁判所の事件に関する保管

金等の取扱いに関する規程の運用について」

＊保管金･保管物関係の雑害類

諸票 雑（＊）

ﾄﾋ処理されるので作成を要しないと思われるが.通達上の根拠は判然としない。*保管票保管金提出書原符,保管票送付簿は,融
踊
漣
淵
忍
噸
紬
珊
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霞
朧
噌
鯵
準
醤
匿
謝
婆
、
署
濁
筆
藍
制
豊
罰
詞
詞
。
覺
罰
暑
鬮
身
膳
調
畠
罰
罰
圖
園
冒
副
詞
３
劃
潮

撫
恥
』
Ｆ
－
ｄ
学
ｂ

【簡裁】帳簿諸票備付一覧表

押収物関係

シス

テム

スム

丁一ン、

蕊蕊識；
帳簿･諸
票の別

作成留保
帳簿

プログ

ラム
符号帳簿諸票の名称 保存期間 備考(根拠通達等）

H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい

て」
押収物整理簿(＊ ：刑事関係）帳簿 ○

10年 H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい

て」
押収物保管票(＊：刑事関係）諸票

H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい
て」

諸票 保管票(＊:刑事関係）

H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい

て」
押収物受領書(＊：刑事関係）諸票

H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい
て」

押収物鑑定結果通知書(＊:刑事関係）諸票

H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい
て」

没収物受領書(＊:刑事関係）諸票

受領書(還付･交付･複写･仮還付)(写しを含

む｡）（＊:刑事関係）
H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい
て」

茜
一
示者

一
言
口

年

ｒ

刺

判

削

押収物送付証書(還付･交付)(写しを含む

(＊:刑事関係）
H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい

て」
5年

壺
一
示者

一
言
ロ

！電磁的記録送付証書(写しを含む。）

(＊ ；刑事関係）
H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい

て」
諸票

H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい

て」

;

諸票 廃棄処分書(写しを含む｡）（＊:刑事関係）

H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい
て」

諸票 換価処分書(写しを含む｡）（＊:刑事関係）

H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい
て」

証拠物受領書(＊:刑事関係）諸票

H74.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につL
て」

諸票 仮出票(＊:刑事関係）

H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい
て’ ‘

帳簿 仮出簿(＊:刑事関係） ○

’
H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい
て」

帳簿 仮出押収物送付簿(＊：刑事関係） ○

’押収物還付通知書の返信(所有権放棄の場合

を含む｡）（＊:刑事関係）
H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい
て」

諸票
3年

回答書(交付)<権利の放棄の場合を含む｡）

(＊：刑事関係）
H7.4,28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい
て」

諸票

回答書〈複写)(権利の放棄の場合を含む｡）
(＊:刑事関係）

H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につ（
て」

茜

不諸

H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい
て」

押収物送付書(甲)（＊:刑事関係）
壺
一
示者

一
二
口

H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につし
て」

＊押収物関係の雑書類

諸票 雑(＊）（＊ ：刑事関係）

二時

畳
、
３
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詔
？§ 【簡裁】帳簿諸票備付一覧表

麺
麺
詞
麺
麺
罰
騨
一
判
《
詐

ｂ

正
詑唾起

己

恥

その他

蕊蕊鍵脅 |割
シス

テム §蕊蕊 I
帳簿･諸

票の別

作成留保

帳簿

プログ
ラム

帳簿諸票の名称 符号 備考(根拠通達等）保存期間

すべての記載を終え

た年度の翌年から3

年

H4‘9.4総三第36号総務局長通達｢刑事事件記録等の事件終結後の
送付及び保存に関する事務の取扱いについて」

刑事雑記録等保存簿(＊:刑事関係）帳簿鋼
坐
辨
護
摩
産
匠

認

室

控訴裁判所等から刑事和解事件記録が送付されてきた場合のみ登

載
H4.9.4総三第36号総務局長通達｢刑事事件記録等の事件終結後の
送付及び保存に関す~る事務の取扱いについて」

すべての記載を終え

た年度の翌年から3o

年

刑事和解の申立て事件記録保存簿(＊:刑事関
係）

帳簿 ○

H5．3．30総三第13号総務局長通達｢コンピュータを利用した事務
処理の運用について」

事件記録等授受簿 5年

簿
票
簿
簿
連
簿

帳
諸
帳
帳
帳

霞 鍵驚譲
H7－3． 24総三第18号事務総長依命通達｢予納郵便切手の取扱い

に関する規程の運用について」
予納郵便切手保存簿 1年

蕊 H23.3.28家一第1376号事務総長依命通達｢予納収入印紙及び予納

登記印紙の取扱いについて」

＊通達中に｢民事｣とある部分は高等裁判所の家事事件を取り扱う民

事部を指していると考えられる。

予納登記印紙保存簿(＊：家裁関係） 1年

蕊予納収入印紙保存簿(＊：家裁関係） 1年

＊特別送達用の書留郵便物受領証は帳簿なので注意が必要

H12.6.2総三第66号 総務局長通知｢私製書留郵便物受領証の使月
承認について」

帳簿＊ 私製書留郵便物受領証(特別送達用） 5年

H22.5.25総三第78号総務局長通達｢認証等用特殊用紙に関する事

務の取扱いについて」簿
票
票

帳
諸
諸

認証等用特殊用紙授受簿 3年

H9.8.20総三第97号総務局長通達｢事件記録等の閲覧等に関する事

務の取扱いについて」
民事事件記録等閲覧･謄写票(原符） 5年

刑事事件記録等閲覧･謄写票(原符）
(＊:刑事関係）

H9.8.20総三第97号総務局長通達｢事件記録等の閲覧等に関する事

務の取扱いについて」
5年

H7.3.24総三第18号事務総長依命通達｢予納郵便切手の取扱いに関

する規程の運用について」
諸票 予納郵便切手受領書 5年

鍵
H23.3.28家一第1376号事務総長依命通達｢予納収入印紙及び予納
登記印紙の取扱いについて」

諸票 予納収入印紙等受領書(＊：家裁関係） 5年

＊特別送達以外の書留郵便物受領証

S34.6.3訟一第220号訟廷部長経理局長通知｢刑事事件における

書留郵便に付する送達の書留郵便物受領証の取扱について」

書留郵便物受領証諸票 3年

その他の諸票として3年保存、

訟執第64号｢事件記録等保存規程の解説｣267頁(昭41民首ブ青
森）

諸票 廃棄目録(副本） 3年

S39.12.12規程第8号｢事件記録保存規程｣別表第一番号27

＊本来は諸票にはあたらないが,保管金･保管物関係の雑書類と混

在しているので,保存期間3年の諸票として保存する取扱い

事件に関する書類で記録につづり込むことを要

しないもの(民事雑書類）
諸票斗 1年＊

H4.9.4総三第36号総務局長通達｢刑事事件記録等の事件終結後の

送付及び保存に関する事務の取扱いについて｣別表第2番号33
＊諸票や刑事雑記録保存簿の登載書類にはあたらないので,経過
簿及び刑事雑記録保存簿のいずれにも登載しない取扱い

事件に関する書類で記録につづり込むことを要
しないもの(刑事雑書類)（＊：刑事関係）

1年

i" J
；

11 1

1
H

#1 F

I
I

l 、
ト

IK

河

10／22ページ



畷
＃
胤
聡
閻
隠
‐
畷
醗
§
蝋
甸

岸
遡

r

， ！

’【簡裁】帳簿諸票備付一覧表

騨餐

’

鍵の”認識灘瀞建‘種蒔Y殿'蝉溌罰癖(叡自庁帳簿(R21215首席書記官通知嘘簿諸票

､職顎炎骨緯 へ溌鐸w露
帳簿諸票の名称 ，￥ ． : 灘蕊 |莪陸’

行／４
口辺

イ〆ラ

シス

テム 蕊議蕊難蕊
帳簿･諸

票の別

作成留保

帳簿
符号 保､存期間

『恥雲需､斜 . '2 ． ． 《 琴I賃 2､罐窄李亨。
. F 晶 仔蔓

裁画み備付γ‐ 。ま
と弓智 』q ﾆ ﾔﾆ藍 哩
与 ヰ 毫量亀

ｴべｰも~･昌一 ‘一 ・手 弘曾 諄 げ
』･種三二』對通 1 『､F . ､ 奇 .､ 岫齢.． §＝ 逢 ．

稲"蕊帳簿

帳簿

被収容者呼出簿(＊：刑事関係） (本庁及蛎鐵萌3年

i』 1‘
‘§ ｜
， ’

：

;; ｢
‘遇 ｜

；
丙｡

｡ ． 1

;j■d
；Ⅷ
’夢

I1J
§ i!" ii1 ii
‘鳥

｜‘
・鰡
剖

鼠 ‘

il＃j
i ！
； '1
，ｺ｡ l

リト｜
#‐ ゞ

’
3

1
＃ 〃I
鷺E 」

;｣｜
"J'- &

鎮護職潔国庫立替金請求及び負担額通知簿 3年 (本庁

ー甫助事件簿(*:刑事関係）帳簿 3年

鱗鵜帳簿 緊急立件用帳簿 3年

11／22ページ
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一
ゞ

沙
吊
漣
今
Ｌ
Ｐ
・
出
陳
率
い
〉
Ｌ
・
祉
騏
摩
鴨
昨
暁
戸
耐
挿
珂
伊
呵
愉

■
１
．
８
ト
ー
Ｌ
１
ｄ
Ｕ
ｂ
ｒ

【地裁】帳簿諸票備付一覧表

H

1 ⑥事務総長通達別表第2(地方裁判所に備え付ける帳簿諸票）
F

民事事件割
Ｊ
Ｈ
Ｈ
Ｂ
Ｆ
Ｂ
８
Ｉ
Ⅲ
０
２
１
１
１
３
１
１
Ｎ
削
剛
Ｈ
３
Ｉ
Ｉ
呵
剥
咽
３
３
９
判
細
測
１
３
Ｂ
Ｎ
Ｒ
６
国
Ｉ
Ｂ
Ｐ
腓
ｌ
Ｂ
Ｂ
Ｅ
Ｈ
８
Ｂ
４
１
３
１
１
３
３
１
３
１
渦
３
１
９
月
利
削
旧
咽
１
１
４
刑
１
１
１
打
Ｉ
９
１
３
３
Ｗ
１
ｉ
９
‐
ｒ
Ｐ
ｑ
３
９
４
日
８
朔
日
３
四
画
■
咽
洞
創
刊
旧
梱
側
刊
図
■
■
日
日
日
Ｂ
ｌ
Ｂ
Ｉ
Ｆ
ｒ
Ｆ
９
１

|義|封
プログ
ラム

ムス
丁一ン、

備考． 蕊蕊灘鍵
帳簿･諸

票の別

作成留保

帳簿

”今 ･里壬･
茎識.

鳶識
保存期間':艫劉
鍔 ：賎雛：

符号帳簿諸票の名称
¥ざす.f』

炎

！
：
刊
０
鶴
、
猟
端
割
捌
閏
ｉ
舛
也
！
。
？
瓠
‐
ｉ
Ｉ
４
領

貯
咄
川
１
１
．
ｉ
１
’
１
Ｉ

Ｐ
ト
ー
１
．
軍
ワ
噴
赴
Ｆ

髄
》
劃
》
鎚
単
謂
蔚
ぽ
ゞ
爾
醗
＃
、
融
偲
過
潟
湖
劉
廓
釘
閣
和
風
暦
・
劉
瑚
潟
‐
隣
睡
謝
澗
細
麺
細
細
咽
卿
障
騨
鋼
眠
匿
藤
魁
矧
遡
鴎
器
僻
屡
裂
掴
劇
遡
懸
騨
凋
鰯
鋼
遡
翻
謂
駕
麺
曹
噺
型
§
簡
藤
朧
錯
畷
鴎
畷
藤
餓
匪
藤
勵
磯
露

■により平成'5年度より■■■不要民事通常訴訟事件簿帳簿

帳簿

帳簿

帳簿

帳簿

回

|により平成'5年度より■ 休要手形訴訟事件及び小切手訴訟事件簿 手ワ

「 |非対象事件あり
対象事件は| Iこより平成'5年度より■三三要

70年力民事再審事件簿

Iこより平成'5年度より■■不要民事控訴事件簿 し

嬢論

#鍵諾タ全肥人事訴訟事件簿(H16.4.1家裁へ移管） *家裁移管により備付け不要

民事抗告事件簿帳簿 ソ

地裁は25.1.1から施行

支部は係属時に備え付けることができる。ｊⅡ
○
まく公示催告事件簿帳簿 へ

、
ノー

○
塞〆、

支部は係属時に備え付けることができる。保全命令事件簿帳簿
■

■

ﾛにより平成'5年度より■■■不要民事一般調停事件簿帳簿 ノ

|により平成'5年度より■■■不要帳簿 宅地建物調停事件簿 ユ

ﾛにより平成'5年度より＝要帳簿 商事調停事件簿 メ

■により平成'5年度より■■■不要農事調停事件簿帳簿 セ

|により平成'5年度より＝雲鉱害調停事件簿帳簿 ス

ﾛにより平成'5年度よりー要交通調停事件簿 交帳簿

Iこより平成'5年度より＝下要帳簿 公害等調停事件簿 公

H12.2.17から施行

により平成15年度よりーﾐ要
帳簿 特定調停事件簿 特ノ

*H25.11施行から30年保存，それまでは10年保存帳簿 民事非訟事件簿（＊） チ

帳簿 商事非訟事件簿 上

借地非訟事件簿 借チ帳簿

罹災都市借地借家臨時処理事件及び接収不動

産に関する借地借家臨時処理事件簿
帳簿 ○ン

30年

H13.10.13から施行配偶者暴力等に関する保護命令事件簿帳簿 配チ

H18.4.1から施行

目より平成21年度より■■■不要
労働審判事件簿帳簿 労

H15から’ I乍成破産事件簿帳簿

帳簿 再生事件簿 ○ H12,4.1から施行再

H13,4.1から施行

H15から■■■■
帳簿 小規模個人再生事件簿 再イ

作成

噺ら施行
H13．4.

H15か
帳簿 給与所得者等再生事件簿 再口

H乍成

帳簿 会社更生事件簿 ○
一
一
一

1

i

承認援助事件簿帳簿 H13.4.1から施行承 ○

船舶所有者等責任制限事件簿帳簿 船 ○

帳簿 油 ○

;'"勘
:"鳶

L,γ

4t

炉

■
『

電
営
。
当
廻
琴
嘩
蘂
恐
麺
墨
蓉
画
琿
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【地裁】帳簿諸票備付一覧表

簡易確定事件簿 集 H28. 10.1から施行帳簿

帳簿 仲裁関係事件簿 仲 ○ H16.31から施行

*H25. 1.1施行から30年保存,それまでは10年保存

Iこより平成'5年度より■■■不要
人身保護事件簿（＊）帳簿

圖び■■■
対象事件は’

｜の非対象事件あり
|により平成'5年度よりーﾐ要

民事雑事件簿帳簿 モ

帳簿 和議事件簿(*H12.4.1廃止） *廃止により備付け不要

|こより平成'5年度より■■不要帳簿 民事控訴提起事件簿 ワネ

|こより平成'5年度よ‐不要民事飛躍上告提起事件簿帳簿 ワオ

■こより平成'5年度より｜ ｜不要帳簿 民事上告提起事件簿 レツ

■■■■■■及
対象事件は■

非対象事件あり

5年度よりー要
民事抗告提起事件簿帳簿 ソラ

|'こより平成'5年度より■雲帳簿 民事飛躍上告受理申立て事件簿

’
ワ受

事情届に基づいて執行裁半|｣所が実施する配当

等手続事件簿
帳簿 」

不動産船舶,航空機自動車,建設機械及び

小型船舶に対する強制執行事件簿 ｜
’

|により平成'7年度よー不要帳簿 ヌ

債権及びその他の財産権に対する強制執行事

件簿
帳簿 10年ル

’
H16.4.1から施行

帳簿 財産開示事件簿 財チ
Iにより平成'7年度より｜ ｜不要

鍵 騨蕊帳簿

不動産,船舶,航空機，自動車,建設機械及び

小型船舶を目的とする担保権の実行としての競

売等事件簿
により平成'7年度よりー雲帳簿 ケ

債権及びその他の財産権を目的とする担保権
の実行及び行使事件簿

帳簿 十

5
オ

１
４
，
Ｉ
間
９
３
打
Ｆ
附
膿
ｇ
淵
凶
咽
葡
丑
刈
国
利
泗
匁
期
刺
例
四
砠
刷
固
間
測
粗
鴎
■
Ｄ
Ｂ
■
■
ぱ
暦
匙
圃
制
岡
田
日
解
Ⅲ
ド
ト

帳簿 企業担保権実行事件簿 企 ○

簡易確定決定に対する異議申立事件簿帳簿 集ワ H28. 10.1から施行

執行雑事件簿帳簿 ヲ

帳簿 過料事件簿 ホ

=F対象事件あり。
対象事件は :!こより平成'5年度より■■■不要

帳簿 民事共助事件簿 5年■■

’ ｜により平成'5年度より■■■不要帳簿 人身保護雑事件簿 人モ

Ｈ
１
川
１
４
１
４
３
句
州
１
打
判
田
幼
墹
Ｕ
判
引
，
Ｄ
ｆ
Ｊ
■
ｒ
Ｂ
旧
辰
Ⅸ
Ｅ
■
臣
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麺
翻
遡
細
堀
遡
綱
１
４
爵
１
０
怒
り
荊
哩
矧
剛

麺
劃
鍜
湧
罰
縄

H

【地裁】帳簿諸票備付一覧表

1

１
１
１

b

行政事件
郡
馴
胤
歌
珈
が
靴
３
羽
■
４
仇

明

ｆ
ぽ
今
昭
午
、

．
．
・

も
。

少Ⅲ

囲
い
Ｆ
』
１

Ｆ

尋

篭
溌
塞

畢

釦

’
於
丞

強

総

翻

藷

存

邑

’

一》

・
小
Ｆ
え
腿
耐
ハ
ル
鞠
秘

》帳…“赫蕊議蕊識 |發慨
プログ

ラム

シス

テム
帳簿･諸
票の別

作成留保
帳簿

搦
朧
甑
軸

符号 保存期間 唖.湖.:
r 財 , 昌唾
ﾕﾛ ■ Iか

2W ‘鍾熟

i1
K

$

I
u

r
R

dr

i
隊

｜
ﾛ

により平成'5年度より＝要行政訴訟事件簿 行ウ帳簿

帳簿

帳簿

帳簿

帳簿

帳簿

帳簿

帳簿

70年

|により平成'5年度よりﾛ■不要行政再審事件簿 行オ

により平成'5年度より｜ 圖要’30年行政雑事件簿 行ク

により平成ﾙ5年度より| 仲要行政控訴提起事件簿 行ヌ

行政飛躍上告提起事件及び行政上告提起事件
簿

により平成'5年度より■■不要｜
’

ｨ丁工

10年

|ﾛ■不’ |こより平成15年度より行政抗告提起事件簿 行力 要

＃
１
１

回
Ⅵ
１
４
４
．
喝
ｊ
０
１
，
＃

’
1により平成'5年度より■■不要行政飛躍上告受理申立て事件簿 行ネ

により平成'5年度より■不婁’
1

行政共助事件簿 行キ ○
■向

5年

…
！

出入国管理及び難民認定法31条児童虐待防止法9条の2による

臨検等の許可状請求事件
行政雑事件簿(令状請求事件簿)（＊ :刑事関
係）

帳簿 行ク ○

１
切
削
‘
１
３
Ｎ
甜
判
咽
周
Ⅱ
咽
４
４
口
ｄ
創
凸
Ｉ
岡
咽
四
阿
Ⅵ
期
日
掴
臼
咀
日
圃
則
閲
加
姻
団
岨
別
渦
創
矧
俎
刈
刮
凧
胤
Ｉ
味
眠
険
睦
函
旧
荊
詞
珂
測
丙
Ⅲ
柵
旧
画
期
梱
洞
刈
旬
日
日
泗
８
１
個
＄
咽
剰
咽
呵
司
剴
刊
川
澗
囲
副
組
引
１
Ｎ
淵
刺
捌
門
倒
卜

’

刑事事件

|蕊|蕊I
プログ

ラム

ムス
シ丁一

許
転
吋
、
七
■

■

“

老

口

噌

』昭

計
稀
。

茜・

斬

唖

Ｆ
『
弾

■
。
Ｆ
▲
ｂ
・
Ｌ
鱈

群
ｆ
，

即

、

毒

痘

ｑ
■
４

‐

１
口
・

’
４
Ｉ

落
落
》
琳
咀
“
一
門
●

秘

癖
叱
当
、
．
、
ャ
．
卸
・

勇

一

、

貼
尹

』

』

、

起

舞

罐
鳳
》

計

吟

幸

一

畔

一

梁

（

鍵
塞
琴
需
蒙
訴

塞

鍔

》ロ

寒

較

恥Ⅱ恥彗

勢

準

恥
燕
や

胡
静
柏
寧
雪
那

鼎
卜
“
例
日
一
『

・
Ｊ
・
凸
状
斗

口
偲
Ｆ
ざ

詔
壬

ｑ
ン
’
』

、皿

小
、
』
。
、
Ｆ

》

塞

津

一

一
》
一
《
率
一

鐘
議
準

津

酉

賓

。

Ｆ

塁

、
“
‐
醒
』
華

蕊
溌
謝

窪
与

嘩
恥
哩
黙
一
鞭

ｑ

命
よ
虻
野
生
ｈ

》
窪
辮

Ｆ
司

・

輌

二
か
年

華

一
。
、
ｆ
《
》
球

・

巻

垂

藷

一
幸
学

ｂ
Ｆ
薇
。
▲
毎
▲

“卜

、
叩
紗
玲
僻
心
ｂ

地

踊
●

、

．

低

・

‐

口

黒

蜘

Ｌ

ｑ
《
歩
舜

勉
Ｌ
古
唱
４

、

』

尚

目

ベ

獄

串

捗

割

謹

・

莞
拳
羅
一
Ｆ
》
．
畢
浄

謹
玲
鐸

蕊

ｌ

？

・

・

和

。

悲

八
齢

￥
『
‐
帽

部
＄
口
宇

ｑ
〉
町

口
・
恥
・
Ｐ

睦

面

Ｉ

渉

号

還

込

増

．’齢

蕊帳簿･諸

票の別

作成留保
帳簿

ず －戸 二

Z エ 掴
許ロー 軍

揮凸 誤L■
巴 鶴．.＆ゴ 皇

保存期間帳簿諸票の名称 符号

H23. 1.17■■■■■によりI 附く要刑事公判請求事件簿(＊：刑事関係） わ帳簿

120年

H23.1.17-により■■不要刑事再審請求事件簿(＊:刑事関係）帳簿 た

H231.17-により| ‘ |不要刑事損害賠償命令事件簿(＊:刑事関係） 損帳簿

刑事雑事件簿(刑事和解事件簿)（＊:刑事関
係）

3o年 H23117■■■■■により＝雲帳簿 む

蔦 刑事雑事件簿(刑事和解等雑事件簿)（＊:刑事
関係） ’

卜
酢
耽
』 H23' '7■■■■■により■■不要帳簿 む

|園証拠保全請求事件簿(＊:刑事関係） 2o年帳簿 よ H23.1.17■■■■■により 雲

H23' '7■■■■■により1■■不要帳簿 証人尋問請求事件簿(＊:刑事関係） か

H23117■■■■■により＝要刑事補償請求事件簿(＊:刑事関係）帳簿 そ

H23117■■■■■により＝雲帳簿 起訴強制事件簿(＊：刑事関係） つ

H23' '7■■■■■により■|■不要帳簿 訴訟費用免除申立て事件簿（＊;刑事関係） 10年ね

H23''7－により■■|不要帳簿 費用補償請求事件簿(＊:刑事関係） な

H23''7ーこよりI■■不要訴訟費用負担請求事件簿（＊：刑事関係）帳簿 え

刑事雑事件簿（＊：刑事関係） H23jJーこより■■不要帳簿 む

H23.1.17■■■■■により| 困要刑事共助事件簿（＊：刑事関係） れ帳簿

刑事雑事件簿(令状請求事件簿)（＊:刑事関

係）

＊本庁及び支部の勾留請求,勾留延長請求事件は■■■■利用に
よりー乍成不要

帳簿 5年む

帳簿 保護観察整理簿(＊：刑事関係）

勾留票(＊：刑事関係）諸票 3年

2ページ14
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【地裁】帳簿諸票備付一覧表醗
底
畷
醗
医
醗
畷
醗
醸
畷
醗
一
醗
畷
Ｉ
齢
”

ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ＬI

刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第13条に基づく没収の裁判の取消事件

|壷|華’
プログ

ラム

スム

〆〉『４子一

諏
詑
》
悪

心ｑ

串
』
壬

凸

》

季

や

み

Ｊ

心

『

』
“
餌
《

》 Ｊｑ

１』

ｐ

〆

ｂ

Ｆ

１
睡
貯

豫
獄
諒
誕
甥

乢

い
Ｙ
』

、

骨

部

和

群

華

詳

砂

門

城

か
魂
釦

Ｊ
“

湾
垂

袖
峨

典

櫛

段

．

４

ｑ
ず

砂

学

紅戸

ふ

角

㈹

酬

一

●
』‐

韓

Ｊ

昨

叩
‐
．
、

ｒ

偶

一Ｌ

”

》

砿

群

畦

『

嘘
舘
■
歩

『
小
凸
覗
【

詐

嵐

↓

群

§

０』

●
権

（望

雑

餉

起

い

》

尉

吋

が

、」

騨

然
卦
顎
（

簾

Ｆ
雫

宙

、

Ｔ

尹

、

或

曲
峠

・

鯏

鞁

恥

、

笂

溌

帳簿･諸

票の別

作成留保

帳簿
帳簿諸票の名称 保存期間符号

弓 二．吟

H231.1ーこより■■■■不要没収取消請求事件簿(＊:刑事関係） 収ろI 1o年帳簿

医療観察事件

蕊蕊蕊蕊遥悪鬮慧’
プログ

ラム

スム
訳一ン、

帳簿･諸

票の別

作成留保
帳簿

，Lr ,堪晶 九
時 ,弾『 1 〃 ’ ，

帳簿諸票の名称 保存期間符号 L

訓

疎

H231.1ーこより■|■不要医療観察処遇事件簿(＊:刑事関係） 医ろ 30年帳簿

H23J.'ーこより＝馬要医療観察雑事件簿(＊:刑事関係） 医に 10年帳簿

H231 17■■■■■により■■不要
医療観察法24条2項による共助事件

医療観察共助事件簿(＊:刑事関係） 医は帳簿

5年

医療観察雑事件簿(令状請求事件簿)（＊:刑事
関係）

医に ○帳簿

法廷等の秩序維持に関する法律違反事件

|割

スム

ン』丁一

蕊蕊鴬蕊蕊蕊謹蕊溌
ヅﾛグ
ラム1
鰻 j ､ ､‘ : ･ j､.

帳簿･諸

票の別

作成留保
帳簿

iｰ 帳簿諸票の名称 保存期間符号

H23.1 '一により＝要法廷等秩序維持違反事件簿（＊ :刑事関係） 秩ろ帳簿 5年

その他

|毒|蕊’

燕ユ

シス

デム

：-' 』 §;: 蔦登 ;蕊ﾓ ！
L 守 4,弓 J 許, "

孝 』どう､ ； :｛: ざ . . ”
P『(』 I ‐皇r2 . .
J L丘,｡ ﾆ ､牛 ･戸 z .3石』 r雨･弓,

帳簿･諸
票の別

作成留保

帳簿
備考帳簿諸票の名称 符号 保存期間

’
生縄

…
蕊灘

灘
H18.1.1から施行

帳簿
鋸

鍵醒典讓鑑斑…

5年
事件関係送付簿帳簿

日記簿（＊H18.1 . 1廃止） *廃止により備付け不要帳簿

登載されたすべ

ての帳簿諸票を
廃棄するまでの

間

帳簿 帳簿諸票備付経過簿 帳簿諸票備付経過簿への登載は要しない
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【地裁】帳簿諸票備付一覧表

# : l ⑦事務総長通達別表第6(地方裁判所に備え付けることができる帳簿諸票）

園

ムス
丁一ン、

；龍1

備考 識，
貰一

b 久 寺 ■L 1f , d

jr簿 坤,［‘雷,；・‘

識､騨瀕
ざ.凸

! ‘翼 ｡ 宇垂

、皇-. & .プログ

ラム

帳簿･諸

票の別

作成留保
帳簿

符号 保存期間帳簿諸票の名称
i d

司琵

選択帳簿

H26.10.7所長通達｢事件関係の帳簿諸票の備付け等に関する事務の

取扱いについて」
日
・
■

超
超
昭
４

．

送達書類授受簿 ○帳簿
N

5年

*廃止により備付け不要劃 上訴記録整理簿(*H18.1.1廃止）帳簿

帳簿 期日簿（＊）

3年

＊選択帳簿諸票ではなく，備付け･作成不要

H26.10.7所長通達｢事件関係の帳簿諸票の備付け等に関する事務の

取扱いについて｣において,これらの帳簿諸票は選択帳簿諸票として

備え付ける定めがされていない。

帳簿 担当簿（＊）

孟
一
示者

二
三
口 索引票（水）

W "' i

； ，

; |
齢

1
毛

節

；

|
鮴

II
潟
騨

" ･あ

り
I噂 ；
陸， ｜

M i
・ 偽 I

リ
罰
司

脇

瑠‘

帳簿 索引簿（＊）

■
日
Ⅱ
Ｅ
艮
剛
ｒ
Ⅳ
出
品
、
■
ｂ
Ｂ
ｒ
ｆ
Ｋ
厚
６

剴
刻
岨
Ⅱ
Ⅶ
ｕ
ａ
卓
唖
Ⅱ
用
Ｈ
ｊ
ｑ
ｄ
ｑ
ｊ
旬
Ｈ
Ｊ
ｒ
‐
Ⅱ
０

０
１
１
ト
ー
ｋ
ト
世
ｎ
Ｂ
ｈ
Ｉ
Ｆ
■
１
８
低
■
■
医
側
■
Ｂ
臥
肝
Ｂ
■
画
■
暦
■
■
■
医
Ｄ
Ｂ
吟
詞
制
割
蝿
紺
劉
圃
判
例
１
叫
劇
う
偲
噴
ド
レ
鴫
厭
鴎
偉
陰
腫
睡
心
，
唾
回
心
Ｄ
Ｄ
Ｂ
■
ロ
ロ
■
９
。
。
図
画
創
綱
綱
刷
晒
訓
何
刊
到
Ｊ
３
Ｉ
ｊ
４
ｊ
４
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【地裁】帳簿諸票備付一覧表

⑧事務総長通達別表第9(他の通達の定めにより備え付けた帳簿諸票）

|蕊|蕊’
プログ

ラム

ムス
ア一ン『

叩
祇
陣

鋤
訟
闘

い
ふ
ま
■

喝
ら
湾

哨
や
』

Ｆ

上

守

・

ｉ

八

・

暇
餌剰
二
曲

》
や
伽

ｈ
ｊ
Ｐ
ｒ

ｆ
抑

、

魯

淨
認
孚

織
吟

吟
．

Ⅲ
ｑ
穿
斗
乱

町

騨

部

：

．

恥

輯ｒ

孵

湾

蕊

ゴ

ー

『

忠
嗣
“
“
ワ
セ

計
．
当
竺
呼
、

雫

主

．

ｑ
、
弘
箇
、
碑
『
『
．

《

“

貼

雪

か

犀

一

一

軒

〉

●
》
掲
睡
》
一

《》．

胃

誤

起

必

．

・

”ロ

、

州

抵

粁

・

望

・

沙

●

恥

印

咋

側

へ

一

．

》
鑑
唾
き
い
引
地

蓉
羅

等

ユ

モ

鹸

鈩

巳

．
ハ
．
‐
・

澤
●
』
呵
鰈

缶

埣

１

．
、
帥
‐

』
ん
叩

Ｊ・称々面の
茜
一
示者

一
言
口簿帳

域
・
ｑ
Ｌ
Ｔ

数
叫
ぶ
Ⅶ

帳簿･諸

票の別

作成留保

帳簿
保存期間 備考(根拠通達等）符号

旱 一bミ

自庁通知で民事に備え付けることになっている(刑事の帳簿諸票備
付経過簿に記載されているのは誤記)。

H29.6.26民三第324号事務総長通達｢法廷等の秩序維持に関する法
律等に基づく過料の徴収について」

’
過料徴収金原簿諸票

*廃止により備付け不要過料徴収金処分簿（＊H297.1廃止）帳簿 ○

H17.7.14刑二第000313号事務総長通達｢心神喪失等の状態で重大な

他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく費用の
徴収について」費用徴収金原簿(＊:刑事関係）=去壺

ロ口示 5年

費用徴収金処分簿(＊:刑事関係）帳簿

H7.3.30総三第28号総務局長経理局長通達｢過納手数料等の還付
金の支払及び旅費鑑定費用等の概算払等の取扱いについて」

証人等の旅費等概算払整理簿帳簿 ○

H7.3.24総三第14号総務局長通達｢事件記録の保管及び送付に閏す
る事務の取扱いについて」

事件記録出納簿帳簿

*廃止により備付け不要3年速記事件簿(*H10.4.1廃止）帳簿

登戴されたすべての編

冊を廃棄し,特別保存に

付し.又は独立行政法

人国立公文書館に送付

するまでの間

H22.2.1施行から｢国立公文書館に送付するまでの間｣が付記された。
H4.27総三第8号事務総長依命通達｢事件記録等保存規程の運用に
＝へ1，一I

ノレBL」

帳簿 裁判原本等保存簿

特別保存に付した当該
事件記録等を廃棄し,又

は独立行政法人国立公

文害館に送ｲ寸するまで

の間

H22.21施行から｢国立公文書館に送付するまでの間｣が付記された。
H4.2.7総三第8号事務総長依命通達｢事件記録等保存規程の運用に

ついて」

特別保存記録等保存票

特別保存に付し

た当該事件記録

等を廃棄するまで

の問

特別保存調査記録保存票（＊：家裁関係）

3年その他の帳簿諸票

１
１

T輯

.；
q

K

I
i
w

i
卦

2

1
潮
ヨ
コ

§
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１
１

1地裁】帳簿諸票備付一覧表

I

⑨その他の通達等により備え付ける帳簿諸票

保管金･保管物関係 I
|証|蕊

プログ

ラム

ムス
テシ

蕊蕊蕊
帳簿･諸

票の別

作成留保
帳簿

符号 保存期間 備考(根拠通達等）帳簿諸票の名称

＊会計年度で保存･廃棄

H4.9.2総三第31号事務総長依命通達｢裁判所の事件に関する保管
金等の取扱いに関する規程の運用について」諸票 保管票

『

’

10年

H4.9.2総三第31号事務総長依命通達｢裁判所の事件に関する保管
金等の取扱いに関する規程の運用について」

民事保管物受払簿帳簿

H4.9.2総三第31号事務総長依命通達｢裁判所の事件に関する保管
金等の取扱いに関する規程の運用について」

保管金提出書原符諸票

H4‘9.2総三第31号事務総長依命通達｢裁判所の事件に関する保管
金等の取扱いに関する規程の運用について」

5年

民事保管物受領書諸票

’

H4.9.2総三第31号事務総長依命通達｢裁判所の事件に関する保管
金等の取扱いに関する規程の運用について」

保管票送付簿帳簿

H4.9.2総三第31号事務総長依命通達｢裁判所の事件に関する保管
金等の取扱いに関する規程の運用について」

諸票 仮出票

仮出民事保管物送付簿
H4.9.2総三第31号事務総長依命通達｢裁判所の事件に関する保管

金等の取扱いに関する規程の運用について」
帳簿

3年

仮出民事保管物送付票
壺
一
示者

言

ロ

H4.9.2総三第31号事務総長依命通達｢裁判所の事件に関する保管
金等の取扱いに関する規程の運用について」

＊保管金･保管物関係の雑書類

壺
一
不者

二
二
口 雑（＊）

雛保管票保管金提出害原符保管票送付簿は, | トヒ処理されるので作成を要しないと思われるが‘通達上の根拠は判然としない

*民事保管物受払簿は.民事関係において'十一処理されるので作成を要しないと思われるが通達上の根拠は判然としない。■
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【地裁】帳簿諸票備付一覧表

押収物関係

帳…の籍称言‘職;撚蕊 符号 |盃’
シス

テム 蕊嬢識
帳簿･諸

票の別

プログ

ラム職 ，
作成留保
帳簿

保存期間 備考(根拠通達等）

昨成不要
H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい
て」押収物整理簿(＊：刑事関係）帳簿

』

L
等に代える

H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい

て」

10年

押収物保管票(＊;刑事関係諸票

H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい
て」

保管票(＊:刑事関係）諸票

租
岬
凸
ト
ー
ロ
召
別
一
二
一
一
■
一
■
刃
ｌ
ｌ
ｒ
ｌ
■
Ｆ
Ｄ
ひ
Ｉ
Ⅳ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
，
●
１
１
１
ト
ー
ｒ
Ｉ
ｌ
０
ｌ
陽
‘
０
１

Ⅱ
Ｉ
１
１
１
１
１
１
ｐ
－
ｊ
Ⅱ
０

１

３

鄙
一

齢
甦
匿
醗
醗
睡
醗
酵
酔
朝
麺
潮
堤
磯
隣
畷
爵
殿
隆
鯲
懸
鰯
凰
瞬
畷
剰
顎
霞
環
醗
咽
溜
画
醗
霞
馳
醗
畔
醗
鱈
祁
堀
腱
底
Ｍ
朝
臣
鴎
駐
舘

H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい
て」

押収物受領書（＊:刑事関係）諸票

H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい
て」

卸
Ⅱ
Ｈ
ｊ
５
刊
５
４
Ｊ
５

押収物鑑定結果通知書(＊:刑事関係）諸票

H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい
て」

没収物受領書(＊:刑事関係）
二聿壺

同日二

受領書(還付･交付･複写･仮還付)(写しを含

む｡）（＊：刑事関係）
H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい
て」

壺
一
不者

二
言
ロ

押収物送付証書(還付･交付)(写しを含む
(＊ ：刑事関係）

H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につL
て」

5年諸票

電磁的記録送付証書(写しを含む｡）

(＊ ：刑事関係）
H7,428総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい
て」

二才＝
同日宗

H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい

て」
廃棄処分書(写しを含む｡）（＊：刑事関係）者票

H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい

て」
換価処分書(写しを含む｡）（＊:刑事関係）

茜
一
不諸

H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい

て」
諸票 証拠物受領書(＊:刑事関係）

｜等に代える
H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい
て」仮出票（＊ ：刑事関係）諸票陣

ｐ
Ｅ
ｂ
ｋ
Ｐ
暦
ひ
Ｅ
Ｂ
Ｆ
Ｆ
Ｂ
■
且
Ｒ
Ｒ

昨成不要
H7.428総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい
て」.仮出簿（＊ ：刑事関係）帳簿

咽

H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい

て」
仮出押収物送付簿(＊:刑事関係）帳簿 ○

3年3年咽

咄

９

Ｆ

ｒ

■可

幣 押収物還付通知書の返信(所有権放棄の場合
を含む｡）（＊, :刑事関係）

H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい

て」
諸票

回答書(交付)(権利の放棄の場合を含む｡）
(＊:刑事関係）

H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい
て」 '

二幸西

口自暴

回答書(複写)(権利の放棄の場合を含む｡）

(＊:刑事関係）
H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい
て」

諸票

甜

唄
梱
弱
澗
瑚
１
膳
１
肥
ｙ
ｌ
哩
．
略
●
Ｉ
Ｉ
ｒ
区
●
Ｉ
．
‐
珈
溜
‐
Ｉ
ト
ー
１
１
１
■
。
ｇ
厚
・
’
１

H7.4.28総三第24号事務総長通達｢押収物取扱規程の運用につい
て」

押収物送付害(甲)（＊;刑事関係）諸票

諸票 雑（＊）（＊：刑事関係）

＊押収物閣ｲ系の鮴書類

粥
搾
と

１
１
岬
１
１
１
釧
鯏

鬮
際
畷
隙
隠
聯
鰯
爵

１
１
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羽
I ，

凸
■
一
コ
■
印
画
■
■
■
■
■
■
■
■
匿
巴
日
■
■
Ｆ
Ｅ
■
■
１
４
１
Ｊ
叫
Ｉ
Ｊ
１
Ｉ
１
１
０
山
ｄ
■

【地裁】帳簿諸票備付一覧表

その他

． ；.『砿i 1， .
ず ? ､ L,

帳簿諸票の名称"M､j、 |割
シス

テム 簿舞蕊備考(根拠通達等）謹議
, ﾆ 桑雰手シ1.､L
菖芝 夢.髄､㎡ｰ "9

帳簿･諸

票の別

プログ

ラム

作成留保

帳簿
符号 保存期間

1 すべての記載を終え

た年度の翌年から3

年

H4.9.4総三第36号総務局長通達｢刑事事件記録等の事件終結後の
送付及び保存に関す~る事務の取扱いについて」

刑事雑記録等保存簿(＊:刑事関係）帳簿

控訴裁判所等から刑事和解事件記録が送付されてきた場合のみ登
載

H4.9.4総三第36号総務局長通達｢刑事事件記録等の事件終結後の
送付及び保存に関する事務の取扱いについて」

すべての記載を終え

た年度の翌年から30

年

刑事和解の申立て事件記録保存簿(＊:刑事関
係）

帳簿 ○

８
Ｈ
ｇ
Ｉ
も
‐
Ｉ
Ｉ
Ｐ
１
１
１
Ｉ
Ｉ
．
４
日
日
卸
■
■

■
‐
可
珸
ｎ
ｑ
ｆ
重
白

雨
渕
鋼
隠
剥
柵
綱
・
舗
叩
麺
胤
酷
蝋
隆
鼎
鵠
潮
割
蜘
廊
＃
凋
鯏

通信傍受関係本庁のみ

H12.7.27総三第79号事務総長通達｢傍受の原記録等の取扱いに関
する規程の運用について」

諸票 傍受の原記録整理票(＊:刑事関係） 10年

通信傍受関係,本庁のみ

H12.7.27総三第79号事務総長通達｢傍受の原記録等の取扱いに関
する規程の運用について」

壺
一
示者

二
二
口 仮出票(＊:刑事関係） 3年

通信傍受関係本庁のみ

H12.7.27総三第79号事務総長通達｢傍受の原記録等の取扱いに関
する規程の運用について」

仮出傍受の原記録等送付簿(＊:刑事関係）帳簿 3年

H5．3． 30総三第13号総務局長通達｢コンピュータを利用した事務
処理の運用について」

帳簿 事件記録等授受簿 5年

H7．3． 24総三第18号事務総長依命通達｢予納郵便切手の取扱い
に関する規程の運用について」

予納郵便切手保存簿帳簿 1年

蕊鵜灘予納登記印紙保存簿(＊：家裁関係） H23.3.28家一第1376号事務総長依命通達｢予納収入印紙及び予納

登記印紙の取扱いについて」

＊通達中に｢民事｣とある部分は高等裁判所の家事事件を取り扱う民

事部を指していると考えられる。

帳簿 1年
罐

； 蕊予納収入印紙保存簿(＊:家裁関係）帳簿 1年

蕊
＊特別送達用の書留郵便物受領証は帳簿なので注意が必要

H12.6.2総三第66号総務局長通知｢私製書留郵便物受領証の使用
承認について」

帳簿＊ 私製書留郵便物受領証(特別送達用〕 5年

H22.5.25総三第78号総務局長通達｢認証等用特殊用紙に関する事

務の取扱いについて」
認証等用特殊用紙授受簿帳簿 3年

罫
《

H9.8.20総三第97-号総務局長通達｢事件記録等の閲覧等に関する事
務の取扱いについて」

民事事件記録等閲覧･謄写票(原符）
孟
一
示者

二
二
口 5年

刑事事件記録等閲覧･謄写票(原符）

（＊ ：刑事関係）
H9.8.20総三第97号総務局長通達｢事件記録等の閲覧等に関する事
務の取扱いについて」

三才＝
同日宗 5年Ｐ

Ｐ
Ｂ
Ｂ
田
岡
Ｈ
Ｒ
ｂ
Ｂ
Ｂ
畷
Ｂ
ｒ
Ｈ
Ｉ
ｂ
ｒ
Ｉ

医療観察事件記録等閲覧･謄写票(原符）
（＊：刑事関係）

H9.8.20総三第97号総務局長通達｢事件記録等の閲覧等に関する事

務の取扱いについて」

臺聿孟
同日示 5年

剥 H7.3.24総三第18号事務総長依命通達｢予納郵便切手の取扱いに閨

する規程の運用について」

号占+ノー
同日宗 予納郵便切手受領書 5年

Ｉ
Ｉ
ｉ
ｌ

蕊 篝 H23.3.28家一第1376号事務総長依命通達｢予納収入印紙及び予納

登記印紙の取扱いについて」
諸票 予納収入印紙等受領書(＊：家裁関係〉 5年

耐
昨
除
叶
凹
捌
邦
画
』

＊特別送達以外の書留郵便物受領証

S34.6.3訟一第220号訟廷部長経理局長通知｢刑事事件における

書留郵便に付する送達の書留郵便物受領証の取扱について」

諸票 書留郵便物受領証 3年

咽
魂
朧
牒
砿
簿
愚

その他の諸票として3年保存

訟執第64号｢事件記録等保存規程の解説｣267頁(昭41民首ブ青
森）

廃棄目録(副本）
吾宰孟
同日宗 3年

７
Ｉ

S39.12.12規程第8号｢事件記録保存規程｣別表第一番号27

＊本来は諸票にはあたらないが,保管金･保管物関係の雑書類と混
在しているので,保存期間3年の諸票として保存する取扱い

事件に関する書類で記録|こつづり込むことを要

しないもの(民事雑書類）純『 諸票＊ 1年＊

h"

H4.9.4総三第36号総務局長通達｢刑事事件記録等の事件終結後の
送付及び保存に関する事務の取扱いについて｣別表第2番号33
＊諸票や刑事雑記録保存簿の登載書類にはあたらないので,経過
簿及び刑事雑記録保存簿のいずれにも登載しない取扱い

事件に閨する書類で記録につづり込むことを要

しないもの(刑事雑書類)（＊:刑事関係）
1年

腰
ｈ
ｒ
Ｅ
刈
り
ｒ
岳
犀
監
思
■
Ｂ
Ｉ
Ｂ
５
Ｆ
Ｆ
Ｉ
ｒ
ｌ
ｌ

'1
11

Ｉ
■
ｑ
Ｆ
仏
凹
日
魁
印
』

；

1
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【地裁】帳簿諸票備付一覧表

蕊
陸'潔

鶴⑩自庁幅簿"12.幅首席婁記官通誕帳鋒鰭票興鰯位け等
鰯‘#;認、 ‘: 'i,罰誌簿＆ .¥ ， 11 "感､ _窪 ‘ ･戦.認' :‘ ←” ‘ … ‐ 、｡ ’L 曇 ： " ､ . ,． 'ご ･ ｣ ' '' - ,.』ず

する事務②取扱L1窯懇郵義り蒲紗けが定
､ 石 ､ , 剤q 'f ､ ℃, 『 J. 、. ･ ､ ' ． ， ､ 、曙, , 挙蓉 鍔 ‘ ,＃1姉 』ゞ ．＃ 、職異‘ 、‘ ･畷， 、宝' <’鶏撫噌鐸

ﾉ謹桑 識

|割靭|…・ ’

”ム
プラ

シス

テム
保存期間 蟻鍵蕊帳簿諸票の名称#騨騨鍵霧

作成留保

帳簿
帳簿･諸

票の別
備考符号

(撚鴬際奔
一
拝

奔
一
拝

被収容者呼出簿(＊：刑事関係〉帳簿

'｛

M
iリ
ル

(本庁及び京都簡裁のみ備鐡）国庫立替金請求及び負担額通知簿帳簿

蝿
.; .広卜.；公

＝甫助事件簿(*:刑事関係） 3年帳簿

品. くキーヲL磯‘

(本嚴の 議謹論3年緊急立件用帳簿帳簿

■
ｒ
艮
蛾
間
。
■
が
い
呂
五
Ｆ
ｒ
ｂ
Ｉ
ｌ
隅
官
罹
■
匙
Ｆ
ｑ
ｑ
棚
］
詞

馴
■
冒
恥
ｌ
川
Ｊ
ぽ
‐
９
Ⅱ
咋
雲
卵
１
判
“
掴

ホ
リ、

|：
『71

｜
I'
凶0

21／22ページ

I



コンピュータを利用して事務処理を行う場合の’ |関係通達まとめ

R1 . 10現在

1

基本通達

’2

コンピュータを利用した事務処理について

(H5.3,30総三第11号事務総長依命通達）
1

コンピュータ

関係
コンピュータを利用した事務処理の運用について

(H5.3.30総三第13号総務局長通達）
2

口
A:基本通達例外その1
＜備付けがｺﾝピｭｰﾀへの記録とされ,|■■
■■■■の保存を要するもの＞

(ryDダﾗﾑﾉに関する通達及び備え〃/ﾅる■
一様式に関する通達フ

B:基本通達例外その2

<I ｣の備付けを要しないもの＞

(rシステムノに関する通達ノ

■■■■’口 11

口
督促手続に関してコンピュータを利用して事務処
理を行う場合の事件簿等の様式について
(H12.12.26総三第149号総務局長通達）

２2

民事関係 ３

4

．

5

ｉ
ｌ

刑事関係 1
｜

’ 里亭測
酢
Ｊ
“ 期日進行管理プログラム(家事事件用)を利用し

て事務処理を行う場合の事件簿等の様式につい
て

(H17.10.18総三第OOO696号総務局長通達）

家事関係 １

少年事件に関してコンピュータを未l1用して事務処

理を行う場合の事件簿等の様式について

(H13.3.30総三第59号総務局長通達）
少年関係 1

J求

(注）

A:基本通達例外その'については, | |の備付けは各ブﾛグﾗﾑへの入力をもって足りるが，
をプリントアウトし,磁気テープに複製して保存しなければならない。また，備付けを要するので，
ならない。

B基本通達例外その2については, 因 を(最高裁の)ｻｰバｰに
ついては,1 画備付けを要しない(’ ｜も要しない)。

|を(最高裁の)サーバーに

!■側

記録することとしたものに

二 ，i4

畠 孫F 1,
r w

, ﾛ:q

bE,;｡¥”

！

Ｉ

零幕尋潰鍵 I

己

Ｊ

唖

。

咋
ｉ

世
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誰
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